
岐阜県内の小中学校等に通う児童生徒、教師及び児童生徒の保護者

学校からの依頼内容に基づき、
児童生徒を対象としたものづくり体験教室（職業講話＋製作実演＋体験活動）を実施
※保護者や教師の方が、ものづくり体験教室を参観する事も可能です。
※ものづくり体験教室の実施時間は２時間（正味120分）です。

講師料、講師旅費、製作実演および体験活動の材料費、傷害保険料は
すべて当事業にて負担

若年者のものづくり離れ、技能離れがみられる中、
近い将来、わが国を支える小中学校等の児童生徒、教師及び保護者の皆様に

ものづくりの楽しさ・すばらしさ・魅力を伝えるため、
高度な技能を保有している「ものづくりマイスター」等による

ものづくり体験教室（職業講話＋製作実演＋体験活動等）を行います。

厚生労働省委託 若年技能者人材育成支援等事業

県内の小中学校等の皆様へ

対 象 者

実施内容

費用等

岐阜県職業能力開発協会 岐阜県技能振興コーナー
509-0109 各務原市テクノプラザ1-18
TEL : 058-379-0521 FAX : 058-379-0522 E-mail : meister@gifu-shokunou.or.jp

令和７年度版



建築板金 仕上げ

電子機器組立て 和 裁

寝具製作 家具製作

菓子製造 建築大工

かわらぶき 左 官

畳製作 内装仕上げ施工

貴金属装身具製作 印章彫刻

表装 広告美術仕上げ

フラワー装飾 園芸装飾（熟練技能者職種）

令和７年度に実施できる体験教室の職種
各体験教室の内容に関しては下記ホームページをご覧ください。

URL: https://www.gifu-shokunou.or.jp/msg
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